
◎ 減免は毎年申請が必要です 
 

２０26年度 放課後児童クラブ（学童保育）利用料減免制度のご案内 

 

神戸市では、所得に応じて減免制度を設けています。以下の減免区分に該当す

る方は、下表の必要書類を神戸市行政事務センター（学童保育担当）まで郵送い

ただくか、スマートフォン、PCなどで e-KOBEから申請してください。 

 

申請の受付は２０２６年１月5日(月)より開始いたします。 
 

１． 減免区分・申請書に添付していただく書類 

減免区分 減免額 必要書類 

生活保護受給世帯 全額 生活保護適用証明書(登録児童の分) ※３か月以内に区役所発行のもの 

（前年度分の） 

市民税非課税世帯(※１) 

かつ 

母子・父子家庭 

全額 

なし ※神戸市のシステムで「児童扶養手当の受給」を確認します 

ただし、児童扶養手当の受給のない方は、 

ひとり親家庭等医療費受給者証(写し) 

または その他ひとり親家庭等を証明する書類 

里親委託の受託世帯 全額 里親委託証明 

（前年分の） 

所得税非課税世帯 

(※１) (※２) 

 
半額 

下記書類のどちらか ※同一世帯で 18歳以上の方全員分 

○ 令和７年（２０２５年）分 源泉徴収票（写し） 

＝勤務先から交付を受けたもの          

○ 令和７年（２０２５年）分 所得税確定申告書第一表及び第二表（写し） 

＝税務署に申告したもの 
 

２０２6年１月１日時点で神戸市に住民票がある場合、上記書類は提出不要です。 

ただし、上記書類の提出が無い場合、審査開始が神戸市のシステムに住民税情報反

映後の２０２６年６月以降となり、その間は減免の適用とはなりません。 

※神戸市のシステムで「住民税情報」を確認します 

※1 税額を計算する場合には、以下の税額控除は適用しません。 

（配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、医療費控除、特別減税） 

※2 「平成２２年度税制改正前の扶養控除」を適用することで非課税扱いになる世帯の方は、 

扶養親族申告書をご記入のうえご提出ください。 

 

2. 留意事項 

（1）減免申請は毎年必要です。 

（2）年度途中から該当世帯になった場合は、減免事由が発生した翌月からの適用となります。 

（3）減免決定後に減免理由に該当しなくなった場合は、すみやかに取消申請書を提出してください。 

（4）使用する放課後児童クラブを変更し、引き続き減免を受ける場合は再度申請をしてください。 

（5）提出いただいた書類の確認等のため、お問い合わせする場合があります。 

 

e-KOBE 電子申請 

平成２２年度税制改正前の扶

養控除を適用した場合に非

課税扱いになる世帯を含む

（裏面をご一読ください） 

提出先 （問い合わせ先） 

神戸市行政事務センター（学童保育担当） TEL : ０７８-３８１-５５３３ （平日 8：45～17：30） 

〒６５０-００３２ 神戸市中央区伊藤町１１１番地 神戸商工中金ビル ４F 



平成２２年度税制改正前の扶養控除を適用した場合の非課税扱いについて 
 

平成２２年度（２０１０年度）の税制改正において、年少扶養控除および１６～１８歳以下の特定扶養控除の上乗せ

部分が廃止されていますが、神戸市放課後児童クラブの減免制度では、この税制改正が、利用料へ影響を与えな

いよう、これらの扶養控除の廃止がなかったものとして扱います。 

 

令和 7年（２０２5 年）分所得税が課税されていても、再計算により、非課税扱いとして減免対象になる場合があります。 

『課税される所得金額』（源泉徴収票では『給与所得控除後の金額』から『所得控除の額の合計額』を差し引いた

金額）が廃止になった扶養控除の額より少ない（または同額）場合に非課税扱いになります。 

 

上記に該当する場合は、利用料減免申請書に必要事項を記入するとともに、申請書裏面の扶養親族申告書に１８

歳以下（２０２5 年１２月３１日時点）の扶養親族を記入のうえ、所得のわかる書類（源泉徴収票または所得税確定

申告書の写し）を添えて申請してください。 

なお、扶養親族申告書の記入がない場合、再計算ができなくなり、非課税扱いとして減免決定できなくなります。 

 

【参考】 平成２２年度（２０１０年度）税制改正により廃止になった扶養控除 

年少扶養控除         380,000円 × １６歳未満（０～１５歳）の扶養親族の数 

特定扶養控除上乗せ分   250,000円 × １６～１８歳の扶養親族の数 

 

 

 

〈非課税扱いの例〉 16歳未満の扶養親族が３人の場合 
 

 
 

〈上記「源泉徴収票」の例〉 

  課税される所得金額 

     (A)2,472,000円 － (B)1,562,000円 ＝ 910,000円 ･･･・・・① 

  平成２３年（２０１１年）から廃止された扶養控除の額 

  （例：16 歳未満の扶養親族が３人、16～18歳の扶養親族が０人の場合） 

     380,000 円 × ３人 ＋ 250,000円 × ０人 ＝ 1,140,000円 ･････・② 

課税される所得の額 【①910,000 円】 が、平成２３年（２０１１年）から廃止された 

扶養控除の額 【②1,140,000円】 以下の場合は、放課後児童クラブの減免制度では非課税扱いとします。 

①910,000円 ≦ ②1,140,000円 ･･･ ①が②より少ないので非課税扱いとなり、半額減免となります。 

 


